
青梅市公募型指名競争入札実施要綱 

 

１ 目的 

この要綱は、青梅市（以下「市」という。）が発注する工事の請負契

約の指名競争入札のうち第３項に規定する対象工事について、公募型指

名競争入札を実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 定義 

この要綱において公募型指名競争入札とは、次項に規定する対象工事

について、市が参加資格要件を定め、入札参加者を公募し、審査の上、

入札参加資格のある公募者すべてを、当該指名競争入札に指名し、競争

入札に参加させる方式の指名競争入札をいう。 

３ 対象工事 

公募型指名競争入札の対象となる工事は、次のとおりとする。 

(1) 市内に本店もしくは支店または営業所のある業者（以下「市内業者」

という。）を対象とした設計金額１件１，０００万円以上１億５，０

００万円未満の土木工事とする。ただし、緊急に施工を要する場合ま

たは公募型指名競争入札により難いと認められる場合は、青梅市競争

入札等審査委員会（以下「審査委員会」という。）の議を経て、対象

としないことができる。また、設計金額が１，０００万円未満の土木

工事であっても、審査委員会で特に必要と認めたものについては、公

募型指名競争入札によることができるものとする。 

(2) 市内業者を対象とした設計金額１件１，０００万円以上１億５，０

００万円未満の建築工事のうち、審査委員会が公募型指名競争入札に

付すことが妥当と認めたもの 

４ 参加資格 

公募型指名競争入札に参加できる者は、次に掲げる資格を具備するも

のとする。 

(1) 青梅市契約事務規則（平成１４年規則第２２号）第３３条に規定す

る参加資格を具備しており、同規則第３４条第３項の規定にもとづき

別に格付けされた市内業者 

(2) 青梅市競争入札等参加有資格者指名停止基準（平成１９年４月１日

実施）にもとづく指名停止処分を受けていない者 



(3) その他工事ごとに定める参加資格を有する者 

５ 格付区分 

格付区分については、別表に定めるところにより発注する工事の予定

価格に対応する等級によるものとする。 

６ 公表の時期および期間 

(1) 公募型指名競争入札により工事を発注するときは、原則として毎月

１日および１５日に、次の事項を公表するものとする。 

ア 工事件名 

イ 施工場所 

ウ 工事期間 

エ 工事種別 

オ 工事概要 

カ 工事予定価格 

キ 入札参加資格 

ク 公募型指名競争入札参加申出方法および申出期間 

ケ その他入札に際し必要な事項 

(2) 公表の期間は、原則として３日間（土曜日、日曜日、祝日を除く。）

とする。ただし、やむを得ない場合は、公表期間を変更することがで

きる。 

７ 公表の方法 

公表は、契約担当課事務室前への掲示および青梅市ホームページへの

掲載により行うものとする。 

８ 資格審査 

公募型指名競争入札に申し出た者（以下「参加希望者」という。）の

参加資格の適否については、審査委員会において審査し決定する。ただ

し、予定価格が２，０００万円未満の案件については契約担当課長が審

査し決定する。 

９ 審査結果の通知 

参加希望者に、前項の審査結果を通知するものとする。なお、参加を

認めなかった場合は、その理由を付すものとする。 

10 指名競争入札への切替 

参加希望者の参加資格審査後、適格者が１人以下の場合は、審査委員



会の協議を経て、指名競争入札により行うことができる。 

11 その他 

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

12 実施期日 

この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。 

13 経過措置 

(1) この要綱の一部改正は、平成２０年１２月２４日から実施する。 

(2) この要綱の一部改正は、平成２２年４月１日から実施する。 

別表（第５項関係） 

公募型指名競争入札における予定価格に対応する格付区分 

土木工事 

 予定価格の範囲 

 以上 未満 

等級 

 5,000万円 １億5,000万円 Ａ Ｂ  ―  ―  

 2,000万円 5,000万円 Ａ Ｂ  Ｃ  ―  

 1,000万円 2,000万円 Ａ Ｂ  Ｃ  Ｄ  

建築工事 

 予定価格の範囲 

 以上 未満 

等級 

 5,000万円 １億5,000万円 Ａ Ｂ  Ｃ  ―  

 2,000万円 5,000万円 Ａ Ｂ  Ｃ  Ｄ  

 


